
 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 商 01 学校名 宮城県大河原産業高等学校 担当教員名 佐藤 雄 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☐ 特許・実用   ☐ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知的財産権とは 企デ科 3 年生・商デⅢ 6,７ 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 商標権を取得する意義や目的 企デ科 3 年生・商デⅢ 1,2,3,4,10,11,12 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 「デザイン」をする上での心構え 企デ科 3 年生・商デⅢ 1,2,3,4,10,11,12 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 知財学習先進校の取り組み 企デ科１・２・3 年生・商デ 1,2,3,4,10,11,12 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ 商標権を取得するメリット 企デ科１・２・3 年生・商デ 1,2,3,4,10,11,12 ☐ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ 事例から学ぶブランディング方法 企デ科 3 年生・商デⅢ 1,2,3,4,10,11,12 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 商標権取得のためのアイディア出し 企デ科 3 年生・商デⅢ 1,2,3,12 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 商標権取得のための申請方法について 企デ科 3 年生・商デⅢ 1,2,3,9,12 ☐ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ 商標権、取得後のブランディング実践 企デ科 3 年生・商デⅢ 1,2,3,12 ☑ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

外部講師を活用した講義を 4 回実施することができた。 
デザインを学ぶ生徒にとって、自分のデザインを守るのも大切だが、他人の
創作物を侵害しないことが一番大切であることを学ぶことができた。また、
商標を取得する上で、今後のブランディングについて考えることができた。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・外部講師派遣を 4 回実施することができた。（内訳：Canva クリエイター荒井様、弁理士丸林先生（3 回）、本校アドバイザー） 
・商標権申請手続きについて実践することができた。 
・アイディア出しを実践し、プレゼン能力、創造性を身につける学習ができた。 
・生徒の創作物に意義や目的、クライアントの要望に結びつけながら制作することができた。 
・他人の創作物を侵害しないようにデザインするようになった。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ②③④⑤⑧・外部講師による講義 

成果内容 
・本校の特色である６次産業化を進めていく上で、知財学習は大変有意義なものであると感じた。 
・自分達の知的創造物を守るのも大切だが、何より他人の創作物を守ことがデザインする上で、最も大切なことを知ることができた。 
・知財学習を学ぶことで、モラルの助長につながると感じた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・デザインに意図と目的、相手の立場になって制作することができるようになった。 
・他人の創作物を侵害しないために、J-PlatPat の活用など、事前に調べるようになった。 
・他人の「思いやり」、「協働する力」が身についた。 

その根拠 
・実際にデザイナーとして活躍されている方の講義を受け、生徒の学習活動に変容が見られた。 
・弁理士さん、アドバイザーからの講義を受け、商標の重要性について知り、帰属意識を高めることができた。 

課題・反省点 
・知財学習について、もう少し早い段階（２年次）に実施できれば、３年次には、商標を意識したブランディング方法を実践できると感じた。 
・次年度は、本校で取得した商標をブランディングしていき、6 次産業化をさらに進めていきたい。 

今後の展望 
・知財学習を通して「誇り」と「責任」を持てる生徒の育成を進めていきたい。 
・商業科だけでなく、農業科とも協働して進めていきたい。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

（写真 1）「デザインの心構え」講義 （写真 2）「商標権とは」講義   （写真 3）「商標権の申請」講義 

 

 

 

 

 

 

（写真 4）ジグソー活動     （写真５）クライアントへインタビュー  （写真６）6 次産業化商品 

（生徒の感想一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 
（特記すべき取組と成果） 

 

 

 

 

 

 

 

①商標をとった先生からお話を聞くことができてうちの学校でもできるかもしれない、とより現実的に感じることがで
きました。手続きにはやるべきことが多かったり、審査が通るか通らないかなど時間がかかることを知りました。商
標は将来的にも知ってた方が得だと思うのでこれからそういう場面になったら上手く活用していきたいです。 

②自分たちはこれから大産商店のためにやれることは少ないけれども、これまで手伝ってきた経験を生かして、プレゼ
ンすることはできるかなと感じました。大々的に活動することは後輩に任せて、自分たちはまず大産商店の名前の株
を上げることに専念した方が良いと思いました。 

③大産商店の強みや、作られた理由が学科が違くても一つの目的に向かって取り組むことができること、三学科連携と
いうことを知りました。確かにうちの学校ならではだと思います。新鮮な野菜などが安く買えることなど、より多く
の人に知ってもらって親しみやすい事業になればいいなと思います。 

  

「大産商店」の商標取得に向けて 
本校は、令和５年４月に、旧宮城県大河原商業高校と旧宮城県柴田農林高校が再編統合し、宮城
県南部地区職業教育拠点高として開校した高校である。開校から３年が経ち、農業科と商業科が
共に、協働しながらこれまで学校を創ってきました。開校当初から、学科間連携の目玉である
「大産商店」を開設し、農業科で育てた野菜や果樹、加工品等の販売してきた。商業科は、販売
と企画を行い、特に商業科の企画デザイン科では、商品のパッケージデザインやネーミング、商
品開発等を行ってきた。また、地域から期待の声も多くあり、少しずつではあるが、「大産商
店」の屋号も広まりつつある。今後も学科間での連携、地域との関わりをこれまで以上に強固に
するために今回、「大産商店」の商標を取得するため知財学習を進めてきた。今後は、「大産商
店」のブランディング化を進めていき、地域、学校の発展に尽力していきたい。 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

0 学校番号 商 02 
学校

名 
宮城県南三陸高等学校 担当教員名 小野 圭一 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☐ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ J-Plat Pat における献策について ４月 (2)(7)(8)(9)(10)(12) 

創
造 

☐ (1)創造性を鍛える 
➁ アイデア創出訓練（地域学） ４月～ (1)(3)(4)(5) ☐ (2)情報を利用する能力 
➂ アイデア創出訓練（地域探究学） ４月～ (1)(3)(4)(5) ☐ (3)発想・技術を表現する能力 
④ ものづくり（部活動） ４月～ (1)(2)(3)(6)(11) ☐ (4)観察力を鍛える 
⑤ ものづくり（地域学） ４月～ (1)(2)(3)(6)(11) ☐ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ ものづくり（地域探究学） ４月～ (1)(2)(3)(6)(11) 

保
護 

☐ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 地域の産業について（地域学） ４月～ (1)(2)(3)(6)(11) ☐ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 地域のイベントへの参加（部活動） ４月～ (1)(2)(3)(6)(11) ☐ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ イベントへの参加（地域探究学） 12・1 月 (1)(2)(3)(6)(11) ☐ (9)手続の理解  
⑩ 商品開発（地域探究学） ４月～ (1)(2)(3)(6)(11) 活

用 
☐ (10)権利を活用する能力 

⑪ 成果発表会（地域学・地域探究学） ２月 (1)(2)(3)(6)(11) ☐ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☐ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以
上） 

その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

様々な企業と連携し、授業へ参画していただきながら商品開発やイベントへの参加が
実現できた。その結果、3年「地域探究学」履修生徒を対象にした自己評価を実施した
ところ概ね達成できたと考える。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて
記載をお願いします 

・情報ビジネス科で企業と連携して商品開発を行い、実際にイベントで販売会を実施することができた。 
・学校設定科目「地域学」「地域探究学」で、地域の企業と連携した授業の取り組みを行い、２０回以上連携した授業を行うことができた。 
・商業部の活動として、町のイベントで販売するための商品開発を行った。 
・南三陸ＦＳＣ®親善大使に任命していただき、様々な企業や団体と連携することで生徒主体の学びを実現することができた。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ⑩商品開発 

成果内容 
・地域の企業と連携した取り組みを実施することができ、２つのグループでそれぞれ商品を開発、販売することができた。 
・多くの企業や団体と連携した授業実践の取り組みを実施することができた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・「地域創生」「地域活性化」への関心度の向上 
・「表現力」「独創性」「マーケティング技法」「課題発見力」の向上 

その根拠 
・２年普通科地域創造系地域学受講の生徒へのアンケート調査の実施 
・３年普通科地域創造系地域探究学受講の生徒へのアンケート調査の実施 

課題・反省点 
・２年目の知財学習であったが、企業との連携の面では１年目以上に充実した取り組みができたが、生徒全員が参加できるまでに至らなかった。 
・今年度の課題を生かして来年度の取り組みを新たに考えていきたい。 

今後の展望 
・今年度の知財学習で学んだ内容を生かして、来年度の生徒にはより一層多くの生徒が取り組めるように計画していきたい。 
・校内指導体制の構築をより一層進めていきたい。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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（特記すべき取組と成果） 

南三陸産旨辛アナゴラー油の共同開発と販売会の取組について 
「南三陸産旨辛アナゴラー油」は、本校情報ビジネス科 3 年生が、地域課

題の解決を目的に、地元の水産加工会社と共同で企画・開発した商品です。
南三陸町で水揚げされながら、骨が多く加工が難しいことから十分に活用さ
れてこなかった未利用魚「クロアナゴ」に着目し、その価値を高めることを
目指しました。 

クロアナゴを丁寧に下処理し、旨味を生かしたフレーク状に加 工していま
す。そこに唐辛子や香味野菜、ごま油などを加え、辛さの中にもコクと深い味わ
いを感じられるラー油に仕上げました。白いご飯はもちろん、麺類や炒め物、冷
奴など幅広い料理に使える万能調味料です。高校生の学びと地域の食資源、持続
可能な水産業への思いが詰まった、南三陸ならではの商品となりました。 

 商品のパッケージデザインも生徒が行い、生徒たちの想い
が詰まった商品が完成しました。完成後は、南三陸町内外で販
売実習を行いました。生徒たちは３年生ということもあり、こ
れまでの培ったコミュニケーション能力を最大限に発揮して、
商品のストーリーを伝えることを意識しながら接客し、商品は
瞬く間に完売しました。また、この商品化に向けて、商品の製
造元である株式会社カネタ・ツーワン(株式会社ケーエスフー
ズ)様、国分東北株式会社様、ｋｈｂ東日本放送様と連携し、
課題解決型学習のなかで多様な学びの機会をいただきました。
この場をお借りして、感謝申し上げます。 

＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

（写真 1）商業部の活動     （写真 2）２年地域学の活動     （写真 3）商業部ラジオ収録 

 

 

 

 

 

 

 （写真４）地域探究学 海鮮キムチ販売会     （写真５）情報ビジネス科 アナゴラー油販売会 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 商 03 学校名 山形県立天童高等学校 担当教員名 今野健一郎 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☐ 特許・実用   ☐ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ アドバイザーによる出前講座 教員研修 6,7,8,10,11 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 先進校視察 教員研修 1,2,3,610,11 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 

スクールキャラクターの創作 
ビジネス総合系列 3 年・課題

研究 
1,3,4,7,11 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 

④ 
INPIT 山形担当者による講話と相談 

ビジネス総合系列・福祉総合

系列 3 年・課題研究 
2,6,7,9,10,12,13 ☑ (4)観察力を鍛える 

⑤ 米粉食品の開発 福祉総合系列 3 年 1,3,6 ☐ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 

   ☑ 
(8)技術等と権利の対応関係を把握する能

力 
⑨    ☑ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

知的財産権についての理解度について、職員は昨年度の数値を超えるもので
はなく、ほぼ横ばいだったが、生徒の理解度は高まった（生徒：よく理解で
きた 59.3%、理解できた 40.7%、職員：よく理解できた 50%、理解できた
50%）。 

取組の状況 
具体的な数値を用い
て 
記載をお願いします 

①アドバイザーによる出前講座を実施。 
②先進校 2 校における商品開発によった事業を展開する上での知的財産権の活用と保護、スクールキャラクターの活用を中心に視察。 
③東北芸術工科大学から講師を招聘した特別講座によるスクールキャラクターの創作。 
④INPIT 山形担当者による知的財産権の登録の仕方に関する講話と過年度実施のちぇりみんとスクールキャラクターの商標登録についての相談。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ③スクールキャラクターの創作 

成果内容 
・東北芸術工科大学から講師を招聘した特別講座によるスクールキャラクターを創作し、創作者・権利者の視点を体験することができた。 
・J-PlatPat による商標情報検索が行えるようになった。 
・商標登録の方法について、どのように注意を払い願書等様式を整えればよいか理解を深めることができた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・知財制度・各種権利に関する実践的な理解が向上した。 
・社会でブランドや商標権が活用されている実態を知ることで、これらを自分事として捉える生徒が増えた。 
・アイデアや技術を文章・図面で表現することや､J-PlatPat を用いて文字商標や図形表彰の検索をすることができるようになった。 

その根拠 
・アンケートの結果、知財制度への理解度(よく理解していた・理解していた)が 66.6％から 100％に向上（グラフ 1）。 
・④の振り返りシートの回答から、J-PlatPat による商標情報検索を行うことでどのように登録がなされ権利が保護されているかを実感できた生徒
が増えていることが分かった。 

課題・反省点 
11 月 4 日からインフルエンザが蔓延したため 2 つの年次で閉鎖を行った。このことから、予定していた計画から変更せざるを得なく、生徒が取り
組む時間が少なくなってしまった。やむを得ないところがあるが、キャラクターの創作そのものだけでなく、創作後の権利の在り方についてもも
う少し考える時間を取れると良かった。 

今後の展望 
今回の一連の取り組みを学校全体のものとするため、系列の授業だけでなく「総合的な探究の時間」で取り組めるようにしていきたい。特に、キ
ャラクターの創作について、外部講師によるワークショップ後に権利の在り方や活用や保護について、重要性を感じ取れるようにしていきたい。 
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本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 

＜写真・図表等掲載欄＞ 

                  

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクールキャラクターの創作について 
先進校 2 校におけるスクールキャラクター等の活用を踏まえ、東北芸術工科大学の特別講座を
実施。感染症による年次閉鎖があって予定を変更して行うことになったが、講義中心の 2 時間
(12/9)と実習中心の 2 時間(12/6)、計 4 時間で 3 年次ビジネス総合系列の生徒 25 人を対象に実
施した。キャラクターを創作するポイントや活用する際の意味づけなど実例を交えながら行っ
ていただいた。 
 
＜生徒の感想・振り返り＞ 
・キャラクターだけでなく、商品の形そのものが 
商標登録されており、名前にも商標登録がされ 
ていることが分かった。また、キャラクターの 
表情を変えずに使うほうが商品を見る人に対し 
てわかりやすくなることも分かった。 
・目的によって商品登録する所が異なるのが面白 
いと思った。商品をよりよくしていくためにどの 
部分を商品登録するかをきちんと考えてく必要が 
あると思った。 

取組内容①（写真 1） 
アドバイザーによる出前講義 

取組内容②（写真２）先進校視察 
淀商モールに向けた取り組み 

取組内容③（写真４・５）スクール
キャラクターの創作(生徒作品) 

 

取組内容③（写真３）スクールキャ
ラクターの創作(講座) 

 

取組内容④（写真６）INPIT 山形 
担当者による講話と相談 

 

（グラフ 1・２） 
取組内容①～④の成果（指導前後の比較） 

 

生徒による取り組みの様子（写真） 

取組内容⑤（写真７） 
米粉食品の開発 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 商 04 学校名 東京都立芝商業高等学校 担当教員名 林 敏昭 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☐ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☐ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 株式会社明治様による講演 ビジネス科３年・選択科目 6,7,11,12 

創
造 

☐ (1)創造性を鍛える 
➁ オリジナル商品の商標調査、研究 ビジネス科３年・課題研究 2,6,7,9,10,12 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 自校キャラクターの商標調査、研究 ビジネス科３年・課題研究 2,5,7,9,10,12 ☐ (3)発想・技術を表現する能力 
④    ☐ (4)観察力を鍛える 
⑤    ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☐ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☑ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

講演では７割以上の生徒が教科書の授業内容よりも具体的で理解が深まった
と回答。また商標に関する調査、研究では登録までは至らなかったものの、
これまで校内では活動０だったものが２になった。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・２科目３講座の生徒を一堂に集めて株式会社明治様より、産業財産権に関する講演を１回実施。 
・商標に関する学習のために、関連する書籍を２４冊購入。今回の取組で活用後は図書館の蔵書として一般貸出を行っている。 
・自校キャラクターは生みの親でもある親泊アドバイザーにより、キャラクター誕生までの経緯や、J-PlatPat の活用方法や商標登録までの流れに
ついて講演いただいた。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ① 株式会社明治様による、「企業の事例に学ぶ産業財産権の活用」についての講演 

成果内容 
・教科書に記載されている産業財産権の単元について、生徒の理解が促進された。 
・特許及び商標について、具体的な内容を企業の事例から知ることができ、その重要性について意識付けられた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・生徒間の相互の話し合いや、講師に対する質問の場面も多く見受けられ、普段よりも意欲的に参加していた。 
・産業財産権についての重要性について、意識付けができた。 

その根拠 
・授業内の生徒の様子から積極性が見受けられた（写真）。 
・アンケートの自由記述から、「教科書の内容が実体験できた」、「きちんと理解できた」など前向きなコメントが多かった。 

課題・反省点 
・自校のキャラクターについては、商標登録するまでを目標としていたが、費用面などで最終決裁は下りなかった。 
・自校キャラクターを活用した新商品開発を検討していたが、試作品制作までで年度が終了する見込み。次年度への継続課題となっている。 

今後の展望 
・商標登録についての取組については、生徒自身に報告書をまとめさせている。 
・次年度以降は、各取組の報告書を内部資料として保管し、後輩生徒たちが閲覧できる環境を整備する。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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（写真１，２）株式会社明治様による講演      製品パッケージから「商標」を探す生徒 

（写真３～５）親泊アドバイザーによる知的財産権、J-PlatPat の活用方法に関する講演 

（写真６）商標登録についての調査報告      （写真７）本校校長から登録ついてのヒアリング 

 

（特記すべき取組と成果）企業事例に学ぶに産業財産権の活用ついての講演 

 

 

 

教科書の内容への理解が深まった 
３年生の選択科目である「商品開発と流通」及び 

「ビジネス法規」には、どちらも産業財産権に関 

する単元がある。 

株式会社明治様の講演を２科目合同で聴き、普段 

とは違う環境の中で、事例を基づく授業が行われ 

積極的に参加している生徒が多く見受けられた。    （写真）質問する生徒の様子 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 商 05 学校名 東京都立第五商業高等学校 担当教員名 藤井宏之 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☐ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☐ 意匠   ☑ 商標  ☑ その他 （       発想法          ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知的財産教育学習 4 月 6,7,8,10,11 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 発想法を学んでワークショップ 5 月 1,2,3,4 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 発想法を学んでワークショップ 6 月 1,2,3,4 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 発想法を学んでワークショップ 6 月 1,2,3,4 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ 発想法を学んでワークショップ 6 月 1,2,3,4 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ 発想法を学んでワークショップ 10 月 1,2,3,4 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 発想法を学んでワークショップ 10 月 1,2,3,4 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 発想法を学んでワークショップ 11 月 1,2,3,4 ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ 知的財産教育学習 11 月 6,7,8,10,11 ☐ (9)手続の理解  
⑩ 発表会 2 月 1,2,3,4,5 活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☐ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

アンケート：授業（高校生ビジネス・グランプリ、SDGs QUEST みらい甲子
園）や講演会を通して、自分ならではのアイデアの発想や着眼点を養うこと
ができた割合（すごく思う）26%、（思う）51%、77%であった。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

アンケート：授業（高校生ビジネス・グランプリ、SDGs QUEST みらい甲子園）や講演会を通して、企業や地域の取り組みについて理解すること
ができた割合（すごくそう思う）28%、(思う)57%で、85%であった。また、アンケート：高校生ビジネス・グランプリ、SDGs QUEST みらい甲子
園を考える上で知的財産権の視点が重要または必要であることが理解できた割合（すごくそう思う）39%（思う）45%で、84%で高い成果が見ら
れた。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ① ⑨ 知的財産教育学習 

成果内容 
①知的財産権を理解する：知的財産の基礎学習（特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権）の理解をして、実用新案権の事例を探す。 
②本物と偽物の見分け方：知的財産の紹介動画を視聴して、映像の内容のポイントと新たな発見を書き出す。 
③ものの見方・考え方 観察力を磨く：知的財産の重要性を知り発想法の考え方を理解する。 

生徒・学生に 
見られた変化 

知的財産の基礎学習を行うことで、ビジネスアイデアを考える上で知的財産権の視点が重要または必要であることが理解でき、アイデアの発想や
着眼点を養うことができた。 

その根拠 
授業後アンケート：知的財産権と観察力の関係について（よくわかった）30%、（だいたいわかった）61%、91%、ものの見方・考え方が変わっ
た（変わった）35%、（ちょっと変わった）54%、89%であった。 

課題・反省点 
知財学習の要素：創造（１）創造性を鍛える、（２）情報を利用する能力、（３）発想・技術を表現する能力 を養うことを目標としていたが、
アンケート：アイデアを創造できるについては（できる）16%、（できると思う）60%、76%であった。（できる）が 1～2 割程度にとどまってい
ることから、創造的活動や知的財産に関する学習が、体験としては理解されていても知識や技能として定着しきれていない可能性がある。 

今後の展望 
今後は、単なる知識や技術の習得にとどまらず、具体的なビジネス事例や身近な商品・サービスを用いた年間を通した段階的な演習を導入し、知 
的財産権を実際に活用する力を育成し、ビジネスアイデアを考える上で実践的な学習活動の充実を図る。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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「ものの見方・考え方 観察力を磨こう！！」講演会後アンケート 

「知的財産権を理解する」講演会 「ものの見方・考え方 観察力を磨こう」講演会 「農業で婚活 都市農業」講演会 

＜写真・図表等掲載欄＞ 

     アンケート：ビジネスをおこなう上で、どんなスキルが必要だと思いますか。(21%)の生徒が発想力と回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校設定科目   *¹「ビジネスアイデア」 
*¹「ビジネスアイデア」：東京都教育委員会が、２年次に、企業などに関する課題解決学習を通して、マーケティングに関する専 

門的な知識と技術を習得させ、ビジネスについて創造的に考える能力と態度を育てることをねらいとした学校設定科目「ビジネス 

アイデア」を設定している。 

具体的な計画 
・タイトル：「発想法を学んでワークショップで実践」 

・取組詳細・狙い：「会社経営等の視点から商品・サービスについてアイデアを学ぶ」 

           「高校生ならではの豊かな発想や着眼点を養う」 

・期待する成果：人々の生活や世の中の仕組みの改善、地域・社会に貢献できるオリジ 

ナルでアイデアに満ちたプランについて主体的に取り組むことで、実際 

ビジネス活動を体験する機会の拡大を図ることができる。また、企業や 

商店街等との連携をすることで地域貢献および地域活性化を図ることが 

        できる。                                 立川法人会との連携 

35%

54%

6% 4%
ものの見方・考え方が変わりましたか？

変わった ちょっと変わった 変わらない わからない

16%

60%

7%

17%

アイデアを創造できる？

できる できると思う 無理 わからない
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 商 06 学校名 神奈川県立小田原東高等学校 担当教員名 本田 達也 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☑ その他 （ 著作権  ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ オリジナルキャラクタを考える。 3 学年・課題研究 1.2.3.4.7.12.13 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ パッケージデザインについて考察する。 3 学年・課題研究 1.2.3.4.5.6.7.8.12.13 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ ペーパータワーを作ろう。 1 学年・ビジネス基礎 1.2.3.4.7.8 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ オリジナルカレーについての考察。 1 学年・総合的な探究の時間 1.2.3.4.6.7.12 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ オリジナルカレーのパッケージデザイン 1 学年・総合的な探究の時間 1.2.3.4.5.6.7.12 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ DTM を通して知財について考察する。 3 学年・課題研究 1.2.3.7.8.10.11.12.13 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 地域の伝統工芸品の新たな価値の創造 1 学年・ビジネス基礎 1.3.4.5.6.7 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 

   ☑ 
(8)技術等と権利の対応関係を把握する

能力 
⑨    ☐ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

ほぼ達成（9 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

知財力開発支援事業の取り組みを通し、外部との連携の強化が図れ、積極的な外
部への発表やプレゼンの機会が増えることにより生徒の表現力等の向上も図れ
た。企業へのプレゼンの機会が２回、小田原市へのプレゼンが 2 回、と学習の充
実化が図れた。また知財学習を深化させる機会となった。 

取組の状況 
具体的な数値を用い
て 
記載をお願いします 

・おだりんピック開催に向け「小田原市若者応援コンペティション」へ応募。オリジナルキャラクタとして「おだりん」を作成した。 
・産業能率大学の講師を招き、商品パッケージデザインについて考察した。J-platPat を活用し各社のパッケージの実用新案等を検索した。(取組 2) 
・3 回講師を招きオリジナルカレー作りのために、地域特産等について考察し、パッケージデザインについても考察した。 
・高校生によるロックイベントを開催し、著作権利用の実践的な学び、地域企業の協力のもと DTM について学び、著作権について考察を深めた。 
・産業能率大学と協働で地域の伝統工芸品の新たな価値の創造についての取り組みを行い、地域の伝統工芸品についての考察を深めた。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ②・パッケージデザインについて考察する。 

成果内容 
普段目にしているパッケージデザインが色彩等により感じ方が変わる具体例を示し、デザインによる印象の違いについて見識を深める機会となっ
た。また普段当たり前に目にしている商品が様々な権利を有していることを知り、商品と権利との関係、またそれが価格に転嫁されることを理解す
るとともに J-PlatPat の活用方法について学ぶきっかけとなった。 

生徒・学生に 
見られた変化 

今回の取り組みを通じて、生徒たちは普段何気なく見ていたパッケージデザインが、色彩によって印象が大きく変わることを具体的に理解し、デザ
インの重要性に対する意識が高まった。また、商品に関わる知的財産権の存在や、それが価格に影響することを知ることで、商品を見る視点がより
広がり、J-PlatPat の活用にも関心を持つようになった。 

その根拠 

授業中、生徒たちは異なる色彩のパッケージを比較し、「同じ商品でも色が違うと印象が変わる」といった感想を述べるなど、色彩が与える心理的
効果に対する理解を深めていた。また、J-PlatPat を使った検索活動では、実際に商品名や企業名を入力し、意匠権や商標権の情報を調べる姿が見ら
れ、知的財産と商品の関係について主体的に学ぼうとする様子がうかがえた。さらに、活動後の振り返りでは「デザインにも権利があることを初め
て知った」「価格の理由が少しわかった気がする」といった記述が多く見られ、学びの定着が確認できた。 

課題・反省点 
・教員間での情報の共有や利活用がうまく図れず、ほぼ一人での取り組みとなってしまった。業務の分散を図る必要があると感じた。 
・権利の保護「手続きを理解する」の内容が取り込めなかった。 
・取り組み計画の通り全てを実施することができなかった。 

今後の展望 
教員間で取り組みの意義や成果を共有し、より多くの教員が関わる体制づくりを目指したい。また、今年度は特許や意匠などの申請手続きに関する
内容まで踏み込むことができなかったため、来年度は弁理士の協力を得て、知的財産の実務的な側面にも触れられる機会を設けたいと考えている。
さらに、今年度の学びを基盤として、より発展的に生徒が社会とのつながりを実感できるような実践的な学習へとつなげていきたい。 
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本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 

＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

取組①オリジナルキャラクターの作成    取組①小田原市へのプレゼン発表    取組②パッケージデザインの考察  

 

 

 

 

 

 

 

取組④オリジナルカレー作り    取組⑤DTM を通して知財について考察  取組⑥地域伝統工芸の新たな価値の創造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Well being を踏まえたパッケージデザインの考察 
 

課題研究「地域活性化と貢献活動」の生徒を対象に産業能率大学 情報マネジメント学部の
中野先生とゼミ生の皆さんをお招きし、パッケージデザインから学ぶ表現力「Well being×色
彩科学を応用したパッケージデザイン」についての体験型の講義が行われました。身近なグリ
コのお菓子を題材とし、商品の魅力やコンセプトが消費者に伝わるように、パッケージの色や
形、キャッチコピーにどのような工夫が凝らされているかを分かりやすく解説していただきま
した。その後、生徒たちはグループに分かれ、「自身が考える Well being を踏まえたパッケー
ジデザイン」を考えるワークショップに挑戦しました。 
大学生からアドバイスをもらいながら、ターゲット 
層や商品の特徴を熱心に議論し、ユニークなアイデ 
アを次々と発表する姿が見られました。その後の授 
業では J-PlatPat を活用し、グリコのパッケージの意 
匠などを確認し、普段目にしている商品には様々な 
権利があり、それが価格に転嫁されていることを確 
認する良い機会となりました。 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 商 07 学校名 大阪府立淀商業高等学校 担当教員名 秋月麻衣 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 商品開発と知的財産権―アドバイザーに

よる特別授業 

３年流通コース「商品開発」

選択者 
5,6,7,12 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 

➁ デザイン思考ワークショップ １年～３年商業科 有志 1.2,3,4,5 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ アイディア発想ワークショップ 

デザインパテントコンテスト応募 
１年・２年商業科 有志 1,2,3,7,8,9,12 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 

④ 知的財産権について学ぶ「日本の発明・

身近な発明」 
３年全生徒「ビジネス法規」 5,6,7,12 ☑ (4)観察力を鍛える 

⑤ 小学生のための自由研究「チャレンジキ

ャンプ２４」 

３年課題研究「株式会社」

「SC」「メタバース」選択者 
1,3 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 

⑥ 
「淀翔モール」オリジナル商品開発 

３年課題研究「株式会社」 

３年流通コース「商品開発」 
1,3,6,7,10,11 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 

➆ 
メタバース淀翔モール空間の構築と 

全国産業教育フェア福島県大会での発表 

３年課題研究「メタバースデ

ザイン」代表者 
5,6,7,11 ☑ (7)保護・尊重する意識 

⑧ 万博への参加とアイディア技術コンテス

トの応募 
３年情報コース 3,5,6,8,10,11 ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 

⑨ コクヨの知財～知財に関わるシゴト～ ２年全生徒「総合的な探究」 6,7,8,11,12,13 ☑ (9)手続の理解  
⑩ 教員研修・意匠権出願相談 商業科全教員 6,7,8,9,11 活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪ あそびまなび場ワークショップ（万博） １年～３年 有志生徒 1,3 ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫ AI で作る音楽作成 １年～３年 全生徒 1,2,3,4,5,8 知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬ カップラーメン発明記念館 社会見学 １年～３年 有志生徒 6,7,11 ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

ほぼ達成（9 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

知的財産権についての理解が深まったが 45％から 89％へ増加。 
大阪府内の商業科教職員向けの講演会を企画し、知財教育の理解を深めても
らうことができた。総合的な探究の時間に組み入れることができた。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

 
①すべての学年の授業に知的財産について学習する機会を与え、知財マインドを醸成することができた。（１年ビジネス基礎・情報処理／２年マ

ーケティング・総合的な探究の時間／３年ビジネス法規・商品開発・ネットワーク管理・課題研究・アントレプレナーチャレンジⅡ） 
②６月に「ダブル EX プロジェクト」の開催。全国から高校生２００名を集め、大阪工業大学にてデザイン思考ワークショップを開催した。 
③万博にて「あそびまなび場体験広場」の開催（万博会場にて創作体験の実施） 
④万博会場で開催された「明日を変える知財のチカラ」イベントに参加し、新しい技術体験を行い、ビジネス技術アイディアコンテストに応募。 
⑤小学生のための自由研究「チャレンジキャンプ２４」（夏休みにアイディアを創出する楽しさを伝えるイベントの開催） 
⑥岡山県で開催された発明体験ワークショップに参加。パテントコンテストにはじめて応募した。 
⑦全国産業教育フェア福島県大会出場（１０月２５日・２６日に、知財活動の周知を展示発表で行った。また、本校のオリジナル作成「メタバー

ス淀翔モール」の空間披露も行った。） 
⑧第１１回淀翔モールの開催（１２月１３日（土）開催。来場者数約 1600 人。淀翔モールオリジナル商品の販売も実施。工芸高等学校・東淀工

業高等学校と合同で知財活動の周知を行った） 
⑨大阪府内の商業高校教員向けの研修会「大阪府商業教育研究発表会」にて、知的教育の必要性について講演を企画することができた。 
⑩コクヨ株式会社のリスクマネジメント本部知的財産ユニットの方に来校いただきキャリア教育と絡めて講演をいただいた。 
⑪東淀工業高等学校と合同で、カップラーメン発明記念館へ社会見学に行き、興味関心を高めることができた。 
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年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ②ダブル EX プロジェクト「全国の高校生とデザイン思考ワークショップ」 

成果内容 
本イベントでは、全国から集まった２００名の高校生が、デザイン思考を用いたワークショップを行い知的財産の大切な要素である「創作」につ
いて学び体験することができた。特に、学校や地域、学科の枠を超えた交流を通して、多様な価値観や考え方に触れる機会となり、生徒にとって
視野を広げる貴重な体験となった。 

生徒・学生に 
見られた変化 

自分の意見を積極的に発言しようとする姿や他社の意見を尊重しながら議論する態度、情報収集しそれをアイディアにまとめる力などを身につけ
ることができた。全国の高校生と協働した経験から、挑戦することの楽しさを知ることができた。 

その根拠 アンケート結果から参加生徒の９０％以上が本イベントに満足したと回答し、非常に好評な取り組みだったと実感した。 

課題・反省点 
会場の大きさに限りがあったため、参加生徒が一部の生徒に限られていた点が課題として挙げられる。また、時間的制約もあり、知的財産権の制
度や具体的な活用事例まで十分に理解を深めるには至らなかった。 

今後の展望 
全国の高校生と共に知的財産権を学ぶことの大きな可能性を感じることができた。学校や地域の枠を超えた協働学習は、生徒の視野を広げるだけ
でなく、知的財産権を「身近なもの」として捉えるきっかけとなる。今後は産業教育フェア全国大会において協働発表を行うことや複数校が連携
した商品開発プロジェクトなどを企画していきたい。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 

 

 

 

「ダブル EX プロジェクト」全国から集まった高校生とデザイン思考ワークショップを実施。 

 

 

 

 

全国産業教育フェア福島県大会にて自ら構築したメタバース空間の説明を生徒自身が行う。知財学習の成果も発表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKINDO SPARKLE 株式会社【商業×工芸×工業】 

大阪関西万博で開催された「明日を変える知財のチカラ」イベント 

最新 XR 技術体験をおこない知的財産権について学ぶ。 

小学生向け自由研究イベント 

「チャレンジキャンプ２４」 

ペーパータワーチャレンジに 

参加してもらう 

東淀工業高校と合同で、チキンラーメン発明記念館へ社会見学 

交流しながら知的財産権について学ぶことができた。 

１年生がはじめてパテントコンテストに応募した。 

コクヨ株式会社 

社内の知的財産権についてだ

けでなく、弁理士や知的財産

にかかわる仕事の紹介を講義

いただいた。 

令和６年２月２日に高校生が運営するホンモノの株式会社

「AKINDO SPARKLE 株式会社」を登記した。この株式会社の特

徴は、本校淀商業高等学校だけでなく、大阪府立住吉商業高等

学校、工芸高等学校、東淀工業高等学校と連携し運営してい

る。１２月第２週目土曜日に開催する「淀翔モール」で、新商

品の発表を行っている。 

この度、AKINDO SPARKLE 株式会社の商標登録に向かって準備

を進めている。 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 商 08 学校名 大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 担当教員名 末澤 篤 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☐ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ IP ePlat を利用した e ラーニング GB 科 3 年・グローバル経済 1,2,6,7,11,12 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 担当教員研修 教員・グローバル経済 1,2,6,7,11,12 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 発想体験ワーク GB 科 3 年・グローバル経済 1,3,4,7 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 知的財産教育学習 GB 科 3 年・グローバル経済 1,2,3,4,7,12 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ SocialDreamContest への取り組み GB 科 3 年・グローバル経済 1,2,3,4,6,7,12 ☐ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ 日本弁理士会主催 ビジネスコンテスト 

への取り組み 
GB 科 3 年・グローバル経済 1,2,3,4,6,7,12 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 

➆ 関西 NBC B-hack High school ビジネス

コンテストへの取り組み 
GB 科 3 年・グローバル経済 1,2,3,4,6,7,12 ☑ (7)保護・尊重する意識 

⑧ 知財特別講義→アドバイザーを招いて GB 科 3 年・グローバル経済 4,6,7 ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ 特許庁→大阪大学教授を招いての講義 GB 科 3 年・グローバル経済 4,6,7 ☑ (9)手続の理解  
⑩ パテントコンテストへの取り組み GB 科 3 年・プレゼンテーション技法 1,2,3,6,7,8,9 活

用 
☐ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬  ※GB（グローバルビジネス）  ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・教員、生徒ともに知財についての観点、知識がほぼ皆無の状況から初年度
にも関わらず知財の必要性を感じる担当教員の割合が 50%から 83％に向上。 
生徒に関しては知財に関心を持つ生徒の割合が約 30%から 87%に向上。 
・ビジネスコンテスト応募に取り組む中で、商品や社会とのつながり理解が
深まり、アイデアを保護、尊重する意識の変化が見られた。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・INPIT の「MIRAI をつくる」教材を用いた、アイデア創出体験、構想力・観察力・突破力・共感力の向上トレーニングを実施。 
・アドバイザー、弁理士（特許庁から大阪大学へ出向）を招いての知財特別講義を 2 回、計 3 時間実施。商品や社会とのつながりや産業や経済と
の関係性、アイデアを保護・尊重する意識などを学んだ。（写真１） 
・４つのビジネスコンテストへのエントリーを実施。そのうち B-hack High school ではグランプリおよび特別賞を受賞した。（写真 4） 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ➆ 関西 NBC B-hack High school ビジネスコンテストへの取り組み 

成果内容 

・大阪・関西万博会場にて実施され、全国から選抜された本選出場者 21 名のうち 4 名が選出された。そのうち２名はグランプリと特別賞を受賞す
ることができた。プレゼン技術はもちろん、知財の観点を学んだことにより既出ではないアイデアを創出し、その創造性を評価していただいた。 
・知財学習についての「授業計画」「授業スライド」を作成し 6 クラスで展開。次年度も引き続きこれらをもとに授業を展開される予定であり、
知財学習の継続性と土台作りが進んでいる。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・ビジネスコンテストへエントリーする中で、アイデアを保護・尊重する意識が向上した。 
・プレゼン発表原稿の中に、知財の観点が盛り込まれる生徒も少数ではあるが見られるようになった。 

その根拠 ・知財に関心を持つ生徒の割合が約 30%から 87%に向上した。（グラフ１） 

課題・反省点 
・本事業に採用された時点ですでに各科目年間の取り組みが組まれており、授業時間が十分に確保できたかった。そのため、知財に関する知識が
まだまだ定着したとは言い難く、ビジネスアイデア等で創造領域に触れることはできたが、保護、活用領域については不十分であった。 
・知財に関する授業に取り組んでもらった指導教員の知財に関する知識がまだまだ未熟であるため、まずは必要性を理解してもらう必要がある。 

今後の展望 ・授業担当者以外の商業科教員全体への理解を促進し、科全体で取り組む体制の構築をめざしたい。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

（写真 1）知財特別講義の様子   （写真 2）アイデア創出授業風景      （写真 3）ビジコン応募作品 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真 4）ビジコン応募内容（グランプリおよび特別賞）      （グラフ 1）知財に関心を持つ生徒の割合 

（特記すべき取組と成果）日本弁理士会主催 ビジネス/技術アイデアコンテストへの取組および 

各ビジネスコンテストでの成果について 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

本校の取り組む「ビジネスアイデア創出」「各種コンペへのエントリー」「グループワーク
によるコミュニケーション、ピッチ能力の向上」と知財学習とをどのように授業の中へ落とし
込み、体系的に授業計画を構築するのか、ここに焦点を当てて取り組みを開始した。 
 INPIT 学習教材を複数使用し、授業・自主学習の中で知財についての知識を深めた。 

その中で、日本弁理士会主催のビジコンでは、大阪・関西万博会場で技術体験会を行い、そ
の体験をもとに新しい『ビジネス／技術アイデア』創出に取り組んだ。各グループに 1 名の弁
理士がアドバイザーとして帯同していただき、当日のワークショップから後日のオンラインミ
ーティングまで関わりが継続。生徒はこの体験を通し、知財に関して多くの知見を得る機会に
恵まれた。また、知財学習に取り組んだことで、現存しないアイデアを創出することにつなが
り、多くの審査員から評価していただいた。今後は、アイデ 
ア創出に留まらず、特許や商標への出願も視野に入れて授業 
の構築を図っていきたいと考えている。 
  
 
 
 
 
 
 
 

             万博会場内未来の技術体験会の様子            各コンテストで受賞 
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4月 12月

知財への興味関心 n=234
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 商０９ 学校名 兵庫県立長田商業高等学校 担当教員名 魚谷明広 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 自動水やり装置と水耕栽培を利用した

自立型農園の開発 
創造ビジネス科 生徒７名 (2),(8),(11),(13) 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 

➁ 弁理士 産業財産権の講義と商標登録 創造ビジネス科 生徒 10 名 (6),(9),(12),(13) ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 商品開発 創造ビジネス科 生徒 5 名 (1),(3),(7),(10),(12) ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 企業訪問 創造ビジネス科 生徒６名 (6),(7),(8),(10),(11) ☐ (4)観察力を鍛える 
⑤    ☐ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 

   ☑ 
(8)技術等と権利の対応関係を把握する能

力 
⑨    ☑ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

ほぼ達成（9 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

企業訪問、特許庁訪問、弁理士の講演をへて、実際に商標の登録に至った。続
いて実用新案権の登録にも取りかかる予定であり、調査、準備、登録という流
れが作れた。 

取組の状況 
具体的な数値を用い
て 
記載をお願いします 

１ 水耕栽培装置を使用し野菜の栽培ができるまでになった。２ ＩＮＰＩＴの協力を得て知的財産権についての講演と商標権取得のための書類作成の方法を学んだ。３ 
商標については申請をするに至った。４企業訪問と特許庁の訪問をした。  ２２項目について ４月－９月で生徒の自己評価をしている。自主性 +0.47 最も評価が伸び
ている。 自分で考え、行動する機会が増え、その成果を実感している可能性が高い。課題解決力 +0.34 困難な状況に対して、情報を集め、解決策を実行する能力が向上し
たと感じているようである。チームワーク +0.33 他者と協力して目標を達成する経験が増え、集団の中での役割や貢献に自信を持てたと考えられる。対外関係調整力 
+0.27 他者との関係を円滑に進める、調整する能力が伸びた。チームワークと合わせて、対人関係能力が向上していると見られる。計画遂行力 +0.20 目標に向けて計画
を立て、実行に移す力、あるいはそれを最後までやり切る力に自信がついたようである。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ④企業訪問 

成果内容 
著作権の概要や保護、特許取得の方法、競合他社との技術力の比較、独自性の持たせ方を訪問を通して学んだ。訪問で学んだことを活かして、現在の事業が知的財産権の侵

害になっていないかを検討するとともに、キャラクタービジネスや地域ブランディングなどを企画した際の知的財産権の保護に役立てる知識を得た。 

生徒・学生に 
見られた変化 

視点の変化と意識の向上:製品を使う側から、製品を構成している細かな部品や技術に目を向けるようになり、私自身が見ていた視点がまた少し変わって、気になるようにな

ったと述べている。知的財産という専門分野が、身近な製品やエンターテイメントにも深く関わっていることを知り、社会への関心が深まった。 

その根拠 事前アンケート、事後アンケートの生徒感想より評価した。 

課題・反省点 
専門性の高い内容の難解さ:特許庁や富士電機での話は、やっぱり難しいなと感じたという率直な意見があり、専門性の高い分野の理解には時間がかかることが示唆された。

知的財産権の侵害で実際に裁判になっているという事実に驚きつつも、法律や裁判の仕組みなど、さらに専門的な側面を理解するには、より丁寧な解説や学習が必要であ

る。 

今後の展望 

学びを深める意欲:難しい話でも、審判廷の役割や会社設立のお話が丁寧に分かりやすく解説されたことへの喜びから、今後も専門家からの直接的指導や解説の機会があれ

ば、さらに知識を深めたいという意欲がある。関心の対象の拡大:普段使うものへのありがたさを実感したことで、今後は単に製品を使うだけでなく、製品の裏側にある技術

や特許に意識を向け、探求していく姿勢が期待される。「だれでも簡単に始められる」起業や社会貢献の活動にも興味を持っており、知的財産の知識を活かした新しい挑戦に

つながる可能性がある。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

   

写真１ 自動水やり装置と水耕栽培 写真２ 弁理士 産業財産権の講義 写真３ 商品開発 放置竹林の伐採 

   

写真４ 商品開発 工業技術センター 写真５ 特許庁訪問 写真６ 企業訪問（富士電機） 

 

   

    

 

 

 

4月 9 月 増 減
表 現 力 3 .0 7 3 .20 0 .13
発 表 力 3 .0 0 3 .13 0 .13
傾 聴 力 3 .9 3 4 .00 0 .07
情 報 理 解 活 用 力 3 .3 3 3 .07 - 0 .26
IC T 活 用 力 3 .4 0 3 .47 0 .07
創 造 力 3 .2 0 2 .93 - 0 .27
自 主 性 3 .5 3 4 .00 0 .47
継 続 力 3 .8 7 3 .93 0 .06
チ ー ム ワ ー ク 3 .0 0 3 .33 0 .33
リ ー ダー シ ッ プ 2 .4 7 2 .33 - 0 .14
責 任 感 3 .5 3 3 .53 0 .00
計 画 遂 行 力 2 .6 0 2 .80 0 .20
リ ス ク テ イ ク 3 .1 3 3 .00 - 0 .13
キ ャ リ ア 設 計 力 3 .1 3 3 .13 0 .00
課 題 発 見 力 2 .9 3 2 .93 0 .00
課 題 解 決 力 2 .5 3 2 .87 0 .34
メ タ 認 知 3 .3 3 3 .20 - 0 .13
柔 軟 性 3 .0 7 3 .20 0 .13
モ ラ ル & マ ナ ー 3 .2 7 3 .20 - 0 .07
対 外 関 係 調 整 力 2 .9 3 3 .20 0 .27
地 域 貢 献 意 識 2 .6 7 2 .80 0 .13
グ ロ ー バ ル な 視 野 2 .5 3 2 .47 - 0 .06

株式会社ＮＡＧＡＺＯＮ 

 本校は兵庫県神戸市長田区にある定時制商業高

等学校です。２０２２年２月に生徒が中心となり

株式会社を設立しました。その名も株式会社ＮＡ

ＧＡＺＯＮ（ナガゾン）。本事業の支援を受ける

２年目は①自動水やり装置と水耕栽培を利用した

自立型農園の開発②産業財産権の講義と商標登録

③商品開発④企業訪問に取り組みました。年間を

通して２２項目にわたって生徒の成長を評価して

おり、この期間に「自主性」、「課題解決力」、

「チームワーク」といった、自己管理と協働に関

するスキルを大きく向上させています。「自主

性」が最も大きく向上しており、生徒が自主的に

学習や活動に取り組む能力が大きく成長したこと

を示唆しています。 

 

５：とても力がついた４：力がついた３：どちらでもない２：あまり力がつかなかった１：全く力がつかなかった 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 商 10 学校名 愛媛県立松山商業高等学校 担当教員名 東方 楓 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☐ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ ヒット商品についての研究 流通経済科２年生 6,7 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 特産品を用いた新商品の企画・開発 流通経済科２年生 1,2,3,12 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 開発商品の販売・改善 流通経済科２年生 10,11,12 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④    ☐ (4)観察力を鍛える 
⑤    ☐ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☐ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☐ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・商品開発の授業内容において、知的財産権についての学習時間を５時間程
度増加した結果、知的財産に関心をもつ生徒の割合が増加した。 

・知財学習の内容を生かした商品開発を行うことができた。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・J - P l a t p a tを活用した先行技術の調査やアイデア創出からヒット商品の誕生について考える学習活動に取り組むことによって、商品開発にお
ける知的財産権の重要性について理解できた生徒の割合が１割から５割に増加した。 

・地元企業と連携して商品開発を行うことができた。 

・教科書で取り扱われている知的財産権についての知識領域の内容だけでなく、創造・保護の領域についての学習活動を行うことができた。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ➀ヒット商品についての研究（知的財産権に関する学習） 

成果内容 

・ペーパータワーの作成：活動を通して、アイデアの創出や知的財産権を保護する重要性について実感的に学ぶことができた。（写真１） 
・J - P l a t p a t の 活 用：先行技術について学ぶことで、知的財産権が身近な生活と密接に関わっていることを理解することができた。（写真２） 

・協力企業による講演会：地元企業について学ぶと同時に、商品開発の過程について再確認することができた。（写真３－１，２） 

・開発商品の販売活動：開発した商品を本校の文化祭におけるバザーで販売することができた。（写真４－１，２） 

生徒・学生に 
見られた変化 

・知的財産権を身近なものと捉える生徒が増加した。 

・先行技術について十分に調べたうえで、開発する商品についてのアイデアを出すようになった。 
・知財学習の内容を生かし、積極的に商品開発に取り組むようになった。 

その根拠 
・生徒を対象に実施した知的財産に関するアンケートの結果、知的財産へ関心を持つ生徒が２割、知的財産について理解している生徒が４割、知

的財産権を身近なものと捉える生徒が５割、商品開発における知的財産権の重要性について理解している生徒が４割、それぞれ増加した。 

課題・反省点 
・授業時間の確保が難しく、知財学習の活用の領域についての学習に触れることができなかった。 
・学校内における知財学習体制や担当教員の知財学習に関する知識・技術が不十分な面があり、生徒に充実した学習活動を提供できなかった。 
・予算の都合上、商品開発における協力企業への依存度が非常に高くなってしまった。 

今後の展望 
・流通経済科の生徒だけでなく、他の学科の生徒にも知財学習を取り入れていけるよう、校内の体制を見直していきたい。 
・知財に関する教員の知識・技術を向上させるため、教員向けの知財セミナーを設定するなど、教員研修に力を入れていきたい。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 
 

（写真 1）ペーパータワーの作成     （写真 2）J-Platpat の活用       （写真 3-1）協力企業の講演会 

 

 

 

 
 

（写真 3-2）協力企業の講演会     （写真 4-1）開発商品の販売    （写真 4-2）開発商品の販売 

 

 

 

 

 

 

 

                               

（グラフ）※流通経済科２年生（112 名）対象。数値は、各設問に「はい」と回答した生徒の人数。 

 

 

 

 

 

（特記すべき取組と成果）ヒット商品の誕生から知財の重要性を学ぶ  
知財学習の導入として、世界知的所有権機関日本事務所が発行している知財学習教材「ア

イデアを伸ばそう」を活用した学習活動を実施した。この教材はインスタントラーメンとい
う身近な商品を題材に取り上げており、創造的思考やアイデア尊重について学ぶことができ
るものであった。現在では当たり前のように食べられているインスタントラーメンがどのよ
うに開発され、普及してきたのか、そしてその課程における知的財産の役割やそれらを保護
することの重要性について理解を深めることができた。 

この学習活動を通して、それまで知的財産に無関心であった多くの生徒が、知的財産を身
近なものとして捉え、関心を示すようになったと考えられる。また、生徒が想像以上に意欲
的に活動に取り組んでいたことから、知財学習の導入として成功であったと評価できる。今
後は、より実社会と結びついた知財学習を展開していくことで、生徒が「創る側」として社
会に参画する意識を高められるよう、努めていきたい。 
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